
様式第２の２（第８条関係）

不法就労に係る誓約書

令和　　年　　月　　日　

　群馬県知事　　　　　　　様


（所在地）

（名称及び代表者名）


自己又は自己の法人その他の団体の役員等及び被雇用者は、次の各号に該当する行為は行いません。
(1) 不法就労
(2) 不法就労助長


（参考）
１　不法就労 
出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）に違反する次に該当するもの。
(1) 不法滞在者や被退去強制者が、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動（以下「働くこと」という。）を行うこと。  
(2) 就労できる在留資格を有していない外国人が出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働くこと。  
(3) 外国人が現に有している在留資格等で認められた範囲を超えて働くこと。 
２　 不法就労助長　 
不法就労をさせたり、あっせんすること。














